
議 案 頁 数 
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議案第９６号 

 

 

 

市道路線の認定について 

 

 

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定により、市道路線

を別紙のとおり認定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 ６ 年 １２ 月１１日 提  出 

 

 

 守谷市長 松 丸 修 久   

 

 

令和   年   月  日 原案 決
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番号 路線名 起終点（番地先） 幅員（ｍ） 
延長

（ｍ） 
備考 

１ 
市道守谷スマート IC 

アクセス道路１号線 

起点 守谷市大柏字大柏２１５４－５ １１．４～ 

２4.5 
４２．１  

終点 守谷市大柏字堂ノ下１３２－３ 

２ 
市道守谷スマート IC 

アクセス道路２号線 

起点 守谷市大柏字堂ノ下１３２－３ ８．８～ 

５６．１ 
３０６．１  

終点 守谷市大柏字大柏２１９７ 

３ 
市道守谷スマート IC 

アクセス道路３号線 

起点 守谷市野木崎字桑下１０１－２ 
１７．３～ 

３０．４ 
２８．１  

終点 守谷市野木崎字桑下５７３０ 

４ 
市道守谷スマート IC 

アクセス道路４号線 

起点 守谷市野木崎字桑下９５－２ ９．５～ 

１８．２ 
２７５．８  

終点 守谷市野木崎字桑下１０９－２ 

認定路線調書 
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市道認定略図 

市道守谷スマート IC 
アクセス道路１号線 

市道守谷スマート IC 
アクセス道路４号線 

市道守谷スマート IC 
アクセス道路３号線 

つ
く
ば
エ
ク
ス
プ
レ
ス 

都
市
軸
道
路 

至秋葉原 至柏 IC 

至つくば 至谷和原 IC 

下り SA 上り SA 
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提案理由（議案第９６号） 

 

 

提案の理由を申し上げます。 

本案は、常磐自動車道と市道守谷スマートＩＣアクセス道路の連結が許可さ

れたため、４路線を新たに市道として認定するものです。 

よろしく御審議の上、御決議のほどお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


